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第一部 【企業情報】

本書面中、「第５経理の状況」以外の部分の記載金額につきましては、特記する場合を除き消費税及び地

方消費税を含んでおりません。

　

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第85期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第84期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 35,743 133,573

経常利益 (百万円) 3,778 13,075

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,773 7,284

純資産額 (百万円) 51,831 51,072

総資産額 (百万円) 121,267 116,045

１株当たり純資産額 (円) 310.61 303.41

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 11.43 46.57

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 11.01 44.84

自己資本比率 (％) 39.5 40.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,222 12,683

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △605 △4,410

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △21 △9,103

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 6,554 4,924

従業員数 (名) 4,537 4,607
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 4,537

(注)　従業員数は、就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。)であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 990

(注)　従業員数は、就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

　

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

ばね事業 8,559

素形材事業 4,594

特殊鋼鋼材事業 20,773

機器装置事業 2,962

合計 36,890

(注)　金額は、販売価格によっております。

　

(2) 受注実績

当社グループでは、主に国内外の需要家への最近の納入実績、各需要家の予測情報に基づいた生産を

行っており、該当事項はありません。
　
　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

ばね事業 8,619

素形材事業 4,753

特殊鋼鋼材事業 19,887

機器装置事業 2,962

その他の事業 1,376

消去又は全社 (1,855)

合計 35,743

(注)　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

　

　

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

新日本製鐵㈱ 5,676 15.9
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２ 【経営上の重要な契約等】

　

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間（平成20年４月～６月）は主要な需要先である建設機械・自動車業界の堅

調な生産状況の下、当社グループは積極的な販売並びに原価・売価改善活動を行ってまいりました。

こうした活動の効果もあり、売上高は前第１四半期連結会計期間に比べ44億１千万円増加して357億４

千３百万円となりました。

一方、経常利益は前第１四半期連結会計期間比13億４百万円増益の37億７千８百万円となりましたが、

原材料価格上昇に伴う在庫評価益が18億３千９百万円含まれており、実質約５億円の減益となりました。

これは原材料価格高騰のコスト増加分を売価改善・原価改善活動で補いきれていない状況であり、今後

これらの活動を更に強化してまいります。

また、当第１四半期純利益は前第１四半期連結会計期間比３億５千８百万円増益の17億７千３百万円

となりました。

　

①事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

［ばね事業］

ばね事業は、海外向け携帯電話用ヒンジの需要減少がありましたが、国内の自動車・建設機械用巻ば

ねの増加と中国工場稼動に伴う増量が寄与し、全体の売上高は前第１四半期連結会計期間比5.9％、４

億８千１百万円増収の86億１千９百万円となりました。

営業利益は、増量効果や在庫評価益等により、前第１四半期連結会計期間比159.5％、９千１百万円増

益の１億４千９百万円となりました。

　

［素形材事業］

素形材事業は、精密鋳造品及び成形用粉末の海外向け拡販による売上増がありましたが、鍛鋼品の売

上減少により売上高は前第１四半期連結会計期間比0.9％、４千１百万円減収の47億５千３百万円とな

りました。

営業利益は、前第１四半期連結会計期間比6.5％、２千８百万円減益の４億１千７百万円となりまし

た。

　

［特殊鋼鋼材事業］

特殊鋼鋼材事業は、建設機械向け販売が堅調に推移し、売上高は前第１四半期連結会計期間比

23.4％、37億６千９百万円増収の198億８千７百万円となりました。

営業利益は、増収効果及び在庫評価益等により、前第１四半期連結会計期間比66.6％、11億４千４百

万円増益の28億６千２百万円となりました。
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［機器装置事業］

機器装置事業は、鍛圧機械を主力とした機械品及び鉄構品とも順調に推移し、売上高は前第１四半期

連結会計期間比5.7％、１億５千９百万円増収の29億６千２百万円となりました。

営業利益は、売上増及び高採算製品の出荷並びに採算改善活動成果により前第１四半期連結会計期

間比197.4％、２億９千５百万円増益の４億４千４百万円となりました。

　

［その他の事業］

その他の事業は流通及びサービス業等でありますが、売上高は前第１四半期連結会計期間比1.3％、

１千７百万円増収の13億７千６百万円、営業利益は前第１四半期連結会計期間比14.2％、１千万円増益

の８千４百万円となりました。

　

②所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

［日本］

主要需要先の堅調な需要と拡販及び売価改善活動により、売上高は前第１四半期連結会計期間比

14.2％、43億３千３百万円増収の348億８千万円となりました。 

営業利益は、増収効果や在庫評価益等により、前第１四半期連結会計期間比57.0％、13億３千７百万

円増益の36億８千３百万円となりました。

　

［北米］

北米ではカナダ及びアメリカ合衆国の連結子会社を通じて現地ばね合弁事業へ投資を行っており、

その投資収益を売上高に計上しております。当第１四半期連結会計期間は、米系自動車向けの落ち込み

により、売上高は前第１四半期連結会計期間比37.9％、６千９百万円減収の１億１千３百万円となりま

した。

営業利益は、前第１四半期連結会計期間比36.8％、６千２百万円減益の１億６百万円となりました。

　

［アジア］

精密鋳造品は拡販により増加したものの、海外向け携帯電話用ヒンジの需要減少により、売上高は前

第１四半期連結会計期間比3.7％、８千８百万円減収の23億１千９百万円となりました。

営業利益は、タイ子会社の売上増及び損益改善等により、前第１四半期連結会計期間比１億８千５百

万円増益の９千７百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は1,212億６千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ52億２

千２百万円増加しました。主な要因は、有価証券（譲渡性預金）の増加、売上債権の増加、たな卸資産の増

加等であります。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は694億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ44億６

千３百万円増加しました。主な要因は、仕入債務の増加、借入金の増加、未払法人税等の減少等でありま

す。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は518億３千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億５千

８百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金の増加、自己株式の取得による減少等であります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により22億２千２百万円の収入、投資活

動で６億５百万円の支出、財務活動で２千１百万円の支出となりました。

　この結果、現金及び現金同等物は当第１四半期連結会計期間に16億２千９百万円増加し、当第１四半期

連結会計期間末残高は65億５千４百万円となりました。

　

［営業活動によるキャッシュ・フロー］

税金等調整前四半期純利益36億２千５百万円、減価償却費11億６百万円等による収入に対し、法人税等

38億３百万円等の支出により、営業活動全体として22億２千２百万円の収入となりました。

　

［投資活動によるキャッシュ・フロー］

有形固定資産の取得６億６千８百万円等の支出をしました。また、有形固定資産の売却４千２百万円等

の収入があり、投資活動全体として６億５百万円の支出となりました。

　

［財務活動によるキャッシュ・フロー］

短期借入金の純増加額19億５千万円、自己株式の取得による支出10億２百万円等により、財務活動全体

として２千１百万円の支出となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要　　　な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、５億４千２百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第１四半期連結会計期間に以下の設備を取得いたしました。

　

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

合計

三菱製鋼㈱
千葉製作所
(千葉県市原市)

ばね

製造設備
の合理化

0 133 133 279

寧波菱鋼精密部件
有限公司

(中国浙江省寧波市)
製造設備
増設

5 27 32 487

MSM CEBU,INC.
(Lapu-Lapu City,
Cebu,Philippines)

製造設備
増設

0 41 41 910

MSM (THAILAND)
CO.,LTD. 

(Sriracha,Chonburi,
Thailand)

素形材
新製品対
応試験設
備

0 119 119 934

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は以下のとおりでありま

す。

　

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容
投資予定額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手年月
完了予定
年月

三菱製鋼㈱

精密部品事業部
(千葉県市川市)

ばね
工場建屋改造
及び試験設備
増設

89 11
平成20年
４月

平成20年
８月

広田製作所
(福島県会津若松市)

素形材
工場建屋改修
工事

239 0
平成20年
６月

平成21年
３月

三菱長崎機工㈱ (長崎県長崎市) 機器装置

工場建屋改修
工事

130 5
平成20年
５月

平成21年
６月

製造設備の増
設

67 0
平成20年
６月

平成21年
３月

合計 525 16 ─ ─

(注)　上記所要資金は自己資金及び借入金によって賄う予定であります。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 360,000,000

計 360,000,000

　

② 【発行済株式】

種類

第１四半期会計
期間末現在
発行数(株)

(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 156,556,683156,556,683
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 156,556,683156,556,683― ―

(注)「提出日現在発行数」には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権付社債の権利行使に

より発行された株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　平成13年改正旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであ　　
　　　ります。　

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数（個） 518

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,011,431

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり433　　(注)

新株予約権の行使期間 平成17年10月３日～平成21年９月４日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　433
資本組入額　217

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし

代用払込みに関する事項

本新株予約権を行使したときは、かかる行使をした者か
ら、当該本新株予約権に係る本社債の全額の償還に代えて
当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全
額の払込とする旨の請求があったものとみなす。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　　　　　　　　　　　－

新株予約権付社債の残高（百万円） 2,602    

（注）本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で普通株式を発行又は

処分する場合には、次の算式により調整されます。なお、算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株

式総数(ただし、当社の保有する自己株式数を除く。)であります。 
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既発行
株式数

＋

新発行・処分
株式数

×
1株当たりの
発行・処分価額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時　価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を

請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行等が行われる場合、その他一定の事由

が生じた場合にも、適宜調整されます。

　

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当する事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

─ 156,556 ─ 9,924 ─ 3,605　　

　

(5) 【大株主の状況】

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成20年５月20日付で大量保有報告書の変更報告
書が提出されました。
　同変更報告書により、平成20年５月13日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けました
が、当第１四半期会計期間末日時点における所有株式数の確認ができておりません。
　平成20年５月20日付の変更報告書の内容は、以下のとおりであります。
 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数に対する所
有株式数の割合（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内二丁目
７番１号

　　　7,138,427 　　　　　　　4.56

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　
　　　　　　　　　

東京都千代田区丸の内一丁目
４番５号

　　　　8,642,000 　　　　　　　5.52

三菱ＵＦＪ投信株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目
４番５号

305,000 　　　　　　　0.19

計 ― 16,085,427　　　　　　　　10.27　　　　　　　　　　　　　　　
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― 　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　　　―

議決権制限株式(自己株式等) ―　　　　　　　　　　 　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　　　―

議決権制限株式(その他) ― ― 　　　　　　　　　　　　　　　―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　　129,000

　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　　　―

完全議決権株式(その他)
普通株式

155,797,000
155,797　　　　　　　　　　　　　　　―

単元未満株式
普通株式
630,683

　　　　　　　　―         １単元（1,000株)未満株式

発行済株式総数 156,556,683　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　　　―

総株主の議決権 　　　　　　　　― 155,797 　　　　　　　　　　　　　　　―

(注)　１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株（議決権６個）

　　含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式507株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
三菱製鋼株式会社

東京都中央区晴海三丁目
２番22号

129,000 0 129,000 0.08

計 ― 129,000 0 129,000 0.08

　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月

平成20年
　５月

平成20年
　６月

最高(円) 398 470 559

最低(円) 282 368 451

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役
（総務人事部・資材担当）

常務取締役
（総務人事部長、資材担当）

宮奈　秀行 平成20年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期

連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,054 4,424

受取手形及び売掛金 34,224 32,734

有価証券 2,500 500

商品及び製品 9,108 8,264

仕掛品 6,249 5,687

原材料及び貯蔵品 3,250 3,339

その他 2,922 3,251

貸倒引当金 △66 △68

流動資産合計 62,244 58,132

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,121 13,371

機械装置及び運搬具（純額） 13,463 14,312

その他（純額） 7,476 6,465

有形固定資産合計 ※1
 34,062

※1※3
 34,149

無形固定資産 354 372

投資その他の資産

投資有価証券 16,590 ※2
 15,802

その他 8,062 7,636

貸倒引当金 △47 △48

投資その他の資産合計 24,605 23,391

固定資産合計 59,022 57,912

資産合計 121,267 116,045

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 31,934 28,099

短期借入金 12,974 ※3
 10,275

未払法人税等 1,128 3,712

役員賞与引当金 0 46

その他 6,903 6,165

流動負債合計 52,941 48,298
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

固定負債

新株予約権付社債 2,602 2,602

長期借入金 8,169 ※3
 9,069

退職給付引当金 2,257 2,314

役員退職慰労引当金 263 266

その他 3,201 2,420

固定負債合計 16,494 16,673

負債合計 69,435 64,972

純資産の部

株主資本

資本金 9,924 9,924

資本剰余金 3,605 3,605

利益剰余金 31,228 30,246

自己株式 △1,060 △58

株主資本合計 43,698 43,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,194 3,721

繰延ヘッジ損益 △12 △17

為替換算調整勘定 △24 39

評価・換算差額等合計 4,157 3,743

少数株主持分 3,975 3,611

純資産合計 51,831 51,072

負債純資産合計 121,267 116,045
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 35,743

売上原価 28,994

売上総利益 6,748

販売費及び一般管理費 ※1
 2,843

営業利益 3,905

営業外収益

受取利息 26

受取配当金 159

その他 23

営業外収益合計 209

営業外費用

支払利息 109

為替差損 196

その他 30

営業外費用合計 336

経常利益 3,778

特別利益

固定資産処分益 1

特別利益合計 1

特別損失

固定資産処分損 2

関係会社株式売却損 2

たな卸資産評価損 149

特別損失合計 154

税金等調整前四半期純利益 3,625

法人税、住民税及び事業税 1,188

法人税等調整額 407

法人税等合計 1,596

少数株主利益 255

四半期純利益 1,773
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,625

減価償却費 1,106

のれん償却額 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

受取利息及び受取配当金 △186

支払利息 109

為替差損益（△は益） △5

固定資産処分損益（△は益） 0

関係会社株式売却損益（△は益） 2

たな卸資産評価損 149

売上債権の増減額（△は増加） △1,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,553

仕入債務の増減額（△は減少） 3,932

その他 294

小計 5,889

利息及び配当金の受取額 184

利息の支払額 △48

法人税等の支払額 △3,803

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △668

有形固定資産の売却による収入 42

無形固定資産の取得による支出 △1

長期前払費用の取得による支出 △1

投資有価証券の取得による支出 △0

関係会社株式の売却による収入 7

貸付けによる支出 △8

貸付金の回収による収入 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △605

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,950

長期借入金の返済による支出 △126

自己株式の取得による支出 △1,002

リース債務の返済による支出 △59

配当金の支払額 △783

財務活動によるキャッシュ・フロー △21

現金及び現金同等物に係る換算差額 34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,629

現金及び現金同等物の期首残高 4,924

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 6,554
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　会計処理の原則及び手続の変更

 　１ 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平

成18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用し、

評価基準については、主として原価法から原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更

しております。

  これにより、従来の方法によった場合と比較

し、営業利益及び経常利益は116百万円減少し、税

金等調整前四半期純利益は265百万円減少してお

ります。

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。

　 ２ リース取引に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間から、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準委員会平成５

年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業会

計基準第13号）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６

年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会

計基準適用指針第16号）を早期適用し、所有権移

転外ファイナンス・リース取引については通常

の売買取引に係る会計処理によっております。

  また、所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、期首に前連結会計年度末における未経過

リース料残高を取得価額としてリース資産を計

上する方法によっております。

  これにより、従来の方法によった場合と比較

し、リース資産が有形固定資産に644百万円計上

されており、損益に与える影響はありません。

　　３ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計

　処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表

作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５

月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。

  なお、これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連

結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使

用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関し

ては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっ

ております。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

４　経過勘定項目の算定方法

合理的な算定方法による概算額で計上する方法に

よっております。

５　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加

減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結

会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会

計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び国内連結子会社は、当第１四半期連結会計

期間から、有形固定資産の機械装置の耐用年数につい

ては法人税法の改正を契機として資産の利用状況等の

見直しを行い、一部の資産について耐用年数を変更し

ております。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益はそれぞれ24百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 58,766百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 57,923百万円
　 ※２　非連結子会社及び関連会社の株式は次のとおりであ

ります。

投資有価証券(株式) 3,980百万円
　 ※３　このうち担保に供している資産及び担保を付してい

る債務は次のとおりであります。なお、括弧内金額
(内数)は、工場財団組成分であります。

　　

　　

　　(1) 担保に供している資産
　　　 (有形固定資産)

建物及び構築物 4,526百万円 (4,419百万円)

機械装置及び

1,951百万円 (1,914百万円)運搬具

土地 2,271百万円 (1,131百万円)

計 8,748百万円 (7,465百万円)

 
　　(2) 担保を付している債務

短期借入金   614百万円 (  354百万円)

長期借入金 2,149百万円 (1,616百万円)

計 2,763百万円 (1,970百万円)
　 　４　保証債務

　　　借入金に対する保証

室蘭共同発電㈱ 96百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な内訳は次のとおりで
あります。

販売手数料 20百万円

運賃諸掛 1,302百万円

役員報酬・従業員給与 690百万円

福利厚生費 134百万円

退職給付費用 137百万円

（うち退職給付引当金繰入額 117百万円）

役員退職慰労金 16百万円

 （うち役員退職慰労引当金
繰入額

15百万円）

減価償却費 29百万円

賃借料 72百万円

研究開発費 52百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,054百万円

有価証券勘定に含まれる譲渡性預金 2,500百万円

現金及び現金同等物 6,554百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日　

至平成20年６月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 156,556,683

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,486,707

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　該当する事項はありません。 

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月20日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 782 5.00平成20年３月31日 平成20年６月23日

　
　(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　　該当する事項はありません。　　　　

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

(百万円)
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 9,924 3,605 30,246 △58 43,717

当第１四半期末までの変動額

　剰余金の配当 △782 △782

　四半期純利益 1,773 1,773

　自己株式の取得※ △1,002 △1,002

　在外子会社の会計処理の統一
　に伴う減少高

△8 △8

当第１四半期末までの変動額合計 ─ ─ 982 △1,002 △19

当第１四半期末残高 9,924 3,605 31,228 △1,060 43,698

　

※　平成20年５月に市場から999百万円を取得いたしました。
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(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当する事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日)

　

ばね事業
(百万円)

素形材
事業
(百万円)

特殊鋼
鋼材事業
(百万円)

機器装置
事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対
　　　する売上高

8,5744,57218,8712,961 763 35,743 ― 35,743

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高又は　　　
　　　振替高

44 180 1,016 1 613 1,855(1,855) ―

計 8,6194,75319,8872,9621,37637,598(1,855)35,743

営業利益 149 417 2,862 444 84 3,958 (53) 3,905

(注) １　事業区分の方法

当社は事業部を設け、事業部門ごとに利益管理を行っており、当社の事業部門及び連結子会社の事業内容を基

礎として事業を区分しております。

２　各事業区分に属する主要な製品は次のとおりであります。

　

事業区分 主要製品名

ばね事業

板ばね、巻ばね、スタビライザ、トーションバー

エアーサスペンションシステム、コイルドウェーブスプリング

精密部品、携帯電話及びビデオムービー用等各種ヒンジ

情報通信機器用精密プレス品

内蔵アンテナ・コネクター等の樹脂・金属複合品

各種自動車部品・用品、タイヤプロテクター、タイヤチェーン

シュープレート用ゴムパット

素形材事業

一般鋳造品、精密鋳造品、精密機械加工品、一般鍛造品、精密鍛造品

特殊合金素材及び同加工品、永久磁石、磁石応用部品

特殊合金粉末、同微粉末

特殊鋼鋼材事業
棒鋼(構造用合金鋼・機械構造用炭素鋼・ばね鋼・工具鋼・非調質鋼・快削鋼

軸受鋼ほか)

機器装置事業
鍛圧機械、一般産業機械及びプラント、鉄構品、環境機器、磁選機

搬送装置、計装機器、防振装置

その他の事業 海上運送、貨物自動車運送、倉庫　ほか

３　会計方針の変更

　　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計

期間から、棚卸資産の評価基準については、主として原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。

　これにより、従来の方法によった場合と比較し、営業利益は、ばね事業が19百万円、素形材事業が56百万円、特

殊鋼鋼材事業が40百万円それぞれ減少しております。

（追加情報）

　　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　　　当第１四半期連結会計期間から、有形固定資産の機械装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として

資産の利用状況等の見直しを行い、一部の資産について耐用年数を変更しております。

　これにより、営業利益は、ばね事業が６百万円、素形材事業が12百万円、機器装置事業が５百万円それぞれ減

少しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

日本
(百万円)

北米
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

34,816 113 812 35,743 ― 35,743

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

63 ― 1,507 1,570 (1,570) ―

計 34,880 113 2,319 37,313(1,570)35,743

営業利益 3,683 106 97 3,888 17 3,905

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する国
　　　 北　米　　……　　アメリカ、カナダ
　  　 アジア　　……　　中国、フィリピン、タイ、インドネシア

３　北米においては、連結子会社を通じてばね合弁事業に対する投資を行っており、合弁事業の収益のうち同社に

属する部分を売上高として計上しております。

４　会計方針の変更

　　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間から、棚卸資産の評価基準については、主として原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）に変更しております。

　これにより、従来の方法によった場合と比較し、営業利益は、日本が116百万円減少しております。

（追加情報）

　　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　当第１四半期連結会計期間から、有形固定資産の機械装置の耐用年数については法人税法の改正を契機とし

て資産の利用状況等の見直しを行い、一部の資産について耐用年数を変更しております。

　これにより、営業利益は、日本が24百万円減少しております。　

　

【海外売上高】

　

　当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

　

（企業結合等関係）

該当する事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

310.61円 303.41円

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額 51,831百万円 51,072百万円

普通株式に係る純資産額 47,855百万円 47,461百万円

差額の主な内訳

　少数株主持分 3,975百万円 3,611百万円

普通株式の発行済株式数 156,556,683株 156,556,683株

普通株式の自己株式数 2,486,707株 129,507株

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数

154,069,976株 156,427,176株

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 11.43円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 11.01円

　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 1,773百万円

普通株式に係る四半期純利益 1,773百万円

普通株主に帰属しない金額 ─

普通株式の期中平均株式数 155,147,319株

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳

該当する事項はありません。

四半期純利益調整額 0百万円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳

　新株予約権付社債 6,011,431株

普通株式増加数 6,011,431株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

該当する事項はありません。

　

(重要な後発事象)

該当する事項はありません。

　

２【その他】

該当する事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月８日

三菱製鋼株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　井　口　芳　夫　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　北　村　嘉　章　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三菱

製鋼株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三菱製鋼株式会社及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書

提出会社が別途保管しております。

　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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